
各務原市
令和6年度

川島地区用
このカレンダーは、1年間（令和7年3月まで）使用しますので大切に保管しておいてください。

ごみ・リサイクルカレンダーごみ・リサイクルカレンダーごみ・リサイクルカレンダー ごみは住んでいる地域の自治会のごみステーションに出してください。
ごみステーションは自治会が維持管理しています。

週2回・燃やすごみ収集日程表

紙類・古着（年10回）

松倉町

月1回・分別して出すごみ収集日程表
収集休業日

燃やすごみの出し方
●収集日のAM6：00～AM8：00に燃やすごみステーションへ。

　（前日及び収集後には出さないでください）

●食品くず等は、必ず水をよく切ってください。

●必ず指定袋に入れて出してください。

　☆市指定ごみ袋は、スーパー・コンビニ等で販売しています。

●指定袋以外の袋やビン類・カン類等が入っている物は

　収集しませんので、分別して入れなおしてから出して

　ください。

●新聞紙、雑誌、雑がみ、ダンボール、古着、紙パック類等は、

　市の紙類・古着回収（年10回）、地域の資源集団回収、

　または古紙回収ステーションへ出してください。

●収集するものは家庭から出た紙類・古着のみです。事業で使用した紙管等は出さないでください。

収集地区

収集日
毎週月・木曜日
毎週火・金曜日

N

川島大橋

河田橋

県
道
1
8
0
号
線

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第3土曜日　AM6：00～AM8：00　燃やすごみステーションへ
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祝日でも収集がありますが、1/1～1/3は収集がありません。
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この印刷物のインキは地球に優しい植物油インキを使用しています。 この印刷物は再生紙を使用しています。

（058）383-4230◆環境政策課
問い合わせ先

北清掃センター 各務原市須衛2500-1
家庭からの持ち込みごみ

（058）384-3616◆北清掃センター

東部方面消防署
北分署
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搬 入 量

100kgまで

100kgを
超える分

手 数 料

無料

10kgあたり
60円

北清掃センターの搬入受付時間

日曜日・祝日及び12/29～1/3は、
搬入できません。

曜　日

月～金

土

AM8：45～PM4：00

AM8：45～AM11：00

時　　　間

①ごみを出された方が直接搬入してください。なお、業として他人のごみを無許可
　で収集運搬することは、法律で禁止されています。
②受付で運転免許証等で搬入者の確認をさせていただきます。
③市外のごみは、搬入できません。
④燃やすごみは、必ず市指定ごみ袋に入れてください。
⑤場内は混み合いますので、分別はあらかじめ済ませてきてください。

（ごみの収集について） （環境政策係直通） （ごみの搬入について）


